
 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２４年６月２９日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を改正する規則 

 京都市児童福祉施設措置費等徴収規則の一部を次のように改正する。 

 別表第３備考２中「限る。），」の右に「第８４条，」を加え，「第４１条の３の２第４項」

を「第４１条の３の２第１項」に，「適用しない」を「適用せず，かつ，所得税法等の一部

を改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改正前の所得税法第８４条

の規定の適用があるものと仮定するものとする」に改め，同備考３中「同法」の右に「第

３１４条の２，」を加え，「及び第５条の４第６項」を「，第５条の４第６項及び第５条の

４の２第５項」に，「適用しない」を「適用せず，かつ，地方税法等の一部を改正する法律

（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法第３１４条の２の規定の

適用があるものと仮定するものとする」に改め，同備考６中「出産給付の額」の右に「（健

康保険法施行令第３６条ただし書，船員保険法施行令第７条ただし書，国家公務員共済組

合法施行令第１１条の３の７ただし書（私立学校教職員共済法施行令第６条において準用

する場合を含む。）又は地方公務員等共済組合法施行令第２３条の４ただし書の規定により

加算される額（京都市国民健康保険条例第７条第１項第２号の規定により出産育児一時金

が支給される場合にあっては同号に掲げる額から同項第１号に掲げる額を差し引いた額）

を除く。）」を加え，同備考９を同備考１０とし，同備考８の次に次のように加える。 

９ 法第２７条第１項第３号の規定により里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者へ

の委託が行われている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児

童で，児童自立支援施設及び情緒障害児短期治療施設への通所の措置が採られたものの

当該通所に係る措置費は，徴収しない。 

 別表第４備考２中「限る），」の右に「第８４条，」を加え，「第４１条の３の２第４項」

を「第４１条の３の２第１項」に，「適用しない」を「適用せず，かつ，所得税法等の一部

を改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改正前の所得税法第８４条

の規定の適用があるものと仮定するものとする」に改め，同備考３中「同法」の右に「第

３１４条の２，」を加え，「及び第５条の４第６項」を「，第５条の４第６項及び第５条の

４の２第５項」に，「適用しない」を「適用せず，かつ，地方税法等の一部を改正する法律
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（平成２２年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法第３１４条の２の規定の

適用があるものと仮定するものとする」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２４年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市児童福祉施設措置費等徴収規則別表第３備考２及び備

考３並びに別表第４の規定は，平成２４年７月分の児童福祉法第５０条第７号から第７

号の３まで及び第５１条第２号に規定する費用の徴収額（以下「徴収額」という。）か

ら適用し，同年６月分までの徴収額については，なお従前の例による。 

（保健福祉局子育て支援部児童家庭課） 


